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処分の概要 飼育方法の改善命令

例 規 名

根 拠 条 項
名寄市畜犬取締及び野犬掃とう条例 第9条第2項

例 規 番 号 平成18年条例第142号

【根拠条文】

(立入調査及び改善命令)

第9条 市長は、畜犬の取締りに関し必要な限度において、当該職員をして畜犬の飼育者の場所

に立ち入らせ、調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 市長は、この条例に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、当該職員をして畜犬の飼育

方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

【基準】

根拠条文に同じ。
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